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３ － ２ 　導入課題に関するヒアリング結果
次に、「導入課題」に関するヒアリング結果を示す。

なお、有識者ごとの主な質問項目は以下のとおりである。

有識者 質問項目

関口�忠
前：行政情報システム研究所
客員研究員

１.��自治体のネットワーク分離がもたら
す制約

２.��ネットワーク分離に伴うクラウド型
AIサービス利用にあたっての論点

石井�夏生利
筑波大学図書館情報メディア系
准教授、弁護士

１.�AIやデータ利活用に伴う法的リスク
２.�GDPR（一般データ保護規則）の影響
３.�今後の課題

自
治
体

間
で
連
携
す
る
必
要
が
あ
る
。
連
携
す
る
こ
と
で
、
現
状
よ
り
も
さ
ら
に
ベ
ン
ダ
ー
の
競
争
性
を

高
め
る
こ
と
に
よ
り
、

IT
コ
ス
ト
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

 

 

以
上
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用
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５
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①
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等
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し
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.自
治
体
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
分
離
が
も
た
ら
す
制
約
、
２

.ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
離
に
伴
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ク
ラ
ウ
ド
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I
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
あ

た
っ
て
の
論
点
を
ま
と
め
た
、
ク
ラ
ウ
ド
型

AI
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
条
件
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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松
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、
栗
田

 

 1
. 

A
I
や

デ
ー
タ
利

活
用

に
伴

う
法

的
リ
ス
ク

 

  本
人
が
識
別
さ
れ
得
る
場
合

 

本
人
が
識
別
さ
れ
得
る
よ
う
な
情
報
を
利
用
す
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
が
必
要
か
？

 

 

①
 
住

民
か
ら
の

問
合

せ
に
対

し
、
自

治
体

が
個

々
の

住
民
に
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
化

し
た
回

答
を
提

供
す
る
目

的

で
登
録
済
の
本
人
情
報
を
利
用
す
る
場
合

 

 

・
 
個
人
情
報
の
事
務
目
的
以
外
で
の
利
用
に
該
当
す
る
か
否
か
の
確
認
が
必
要
。
そ
れ
に
当
た
る
か
ど

う
か
は
、
各
自
治
体
の
条
例
が
目
的
外
利
用
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
か
に
よ
る
。
神
奈
川
県
な
ど
、

本
人
に
提
供
す
る
場
合
は
本
人
の
同
意
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
許
さ
れ
る
旨
の
規
定
を
置
い

て
い
る
自
治
体
も
あ
る

 
(た

だ
、
自
己
情
報
の
開
示
請
求
と
の
関
係
整
理
が
必
要

)。
住
民
と
の
接
点
が

あ
る
事
案
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
問
合
せ
を
受
け
た
時
点
で
、
本
人
か
ら
直
接
同
意
を
取
る
の
が
安
全

な
方
法
（
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
）
で
あ
る
。

 

 

②
 
道

に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
認
知

症
の

住
民
に
つ
い
て
、
他

の
住

民
が

当
人

を
撮

影
し
た
画

像
を
自
治

体
に
送

付

し
て
本
人
照
合
す
る
場
合
（
親
族
の
同
意
あ
り
） 

 ・
 
①
以
前
か
ら
保
有
し
て
い
る
住
民
情
報
の
目
的
外
利
用
と
、
②
本
人
に
関
す
る
情
報
の
新
た
な
取
得

に
つ
い
て
、
条
例
の
規
制
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 ・
 
本
人
に
判
断
能
力
が
な
け
れ
ば
法
定
代
理
人
か
ら
同
意
を
取
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
法
定
代
理
人

が
お
ら
ず
、
本
人
能
力
が
不
十
分
な
場
合
は
、
親
族
の
同
意
で
代
替
す
る
し
か
な
い
。

 

 ・
 
参
考
ま
で
に
、
市
川
市
な
ど
、
防
犯
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
の
特
別
な
条
例
や
規
程
を
置
い
て
い
る
自
治
体

が
多
数
あ
る
。
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ネ
ッ
ト
ワ
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ク
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テ
ィ
等
の
制
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１
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治
体
の
ネ

ッ
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ワ
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分
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が
も
た
ら
す
制
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、
２

.ネ
ッ
ト
ワ
ー
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分
離
に
伴
う
ク
ラ
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ド
型

A
I
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
あ

た
っ
て
の
論
点
を
ま
と
め
た
、
ク
ラ
ウ
ド
型

AI
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
条
件
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
 

 

 

・
 
新
た
な
事
務
登
録
を
要
す
る
か
の
確
認
も
必
要
。

 

 

・
 
本
人
外
収
集
や
本
人
通
知
の
省
略
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
の
審
議
会
で
議
論
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
ま
た
、
審
議
会
事
案
と
い
え
る
か
否
か
が
微
妙
な
事
案
に
つ
い
て
も
、
安
全
策
を
取
る
観
点
か
ら
審

議
会
に
か
け
る
例
も
見
ら
れ
る
。
条
例
に
照
ら
し
て
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
判
断
を
行
う
。

 

 

・
 
参
考
ま
で
に
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
場
合
は
、
利
用
目
的
を
公
表
す
る
た
め
の
表
示

(防
犯
カ
メ
ラ
設
置
中
で

あ
る
こ
と

)や
、
そ
の
他
透
明
性
を
高
め
る
た
め
の
措
置
が
望
ま
し
い
（
例
：
撮
影
時
間
、
画
像
の
処
理
の

仕
方
、
問
合
せ
先

 
等

）
。

 

 

③
 
自

治
体

が
個

々
の

住
民

に
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
化

し
た
情

報
を
発

信
す
る
た
め
、
自

治
体

サ
イ
ト
へ

の
住

民
の

ア
ク
セ
ス
ロ
グ
等
を
分
析
す
る
場
合

 

 ・
 
ア
ク
セ
ス
ロ
グ
が
本
人
と
紐
付
く
場
合
に
は
個
人
情
報
に
当
た
る
。
ま
ず
は
情
報
収
集
時
の
規
制
を
確

認
す
る
。
次
に
、
情
報
の
解
析
が
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
の
範
囲
内
と
い
え
る
か
否
か

が
問
題
。
目
的
外
利
用
の
場
合
は
、
本
人
同
意
を
得
る
こ
と
や
、
審
議
会
に
か
け
る
こ
と
で
取
り
扱
う
こ

と
を
認
め
る
自
治
体
が
あ
る

(条
例
上
、
目
的
外
利
用
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
要
件
を
要
確
認

)。
 

 ・
 
ア
ク
セ
ス
ロ
グ
の
分
析
を
事
務
目
的
外
で
行
う
場
合
に
、
本
人
の
個
別
同
意
を
取
得
す
る
機
会
が
な
け

れ
ば
、
他
の
例
外
規
定
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
同
一
実
施
機
関
内
の
利
用
で
あ
れ
ば
、

「
事
務
に
必
要
な
限
度
で
利
用
し
、
か
つ
、
利
用
す
る
こ
と
に
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」

と
い
っ
た
規
定
を
置
い
て
い
る
自
治
体
も
あ
る

(東
京
都

)。
本
人
が
受
け
ら
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
効
率
的
に
提
供
す
る
よ
う
な
場
合
は
抵
抗
感
も
な
い
で
あ
ろ
う
が

、
そ
れ
以
外
は
住
民
の
抵
抗
感
が

大
き
い
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
を
設
け
る
な
ど
、
個
々
の
住
民
の
意
向
が
反
映

で
き
る
対
応
も
必
要
と
な
る
。

 

 ・
 
個
人
情
報
の
利
用
に
あ
た
り
本
人
の
同
意
を
取
得
す
る
こ
と
が
、
一
番
の
裏
付
け
と
な
る
（
有
効
期
限

も
な
く
、
適
法
性
の
担
保
も
容
易
）
。
住
民
へ
説
明
す
べ
き
こ
と
は
、
利
用
目
的
（
公
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性
が
あ
る
こ
と
）
、

条
例
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根
拠
が
あ
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こ
と
、
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び
本
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が
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拒
否
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こ
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な
ど
で
あ
る
。
ま
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窓
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の

同
意
を
得
た
場
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個
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情
報
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す
る
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階
で
個
別
に
伝
え
る
場
合
と
、
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ

化
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
に
際
し
て
事
前
に
一
律
に
周
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す
る
場
合
と
で
、
説
明
す
べ
き
内
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、
方
法

が
異
な
る
。
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。
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治

体
に
送
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本
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 ・
 
①
以
前
か
ら
保
有
し
て
い
る
住
民
情
報
の
目
的
外
利
用
と
、
②
本
人
に
関
す
る
情
報
の
新
た
な
取
得

に
つ
い
て
、
条
例
の
規
制
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 ・
 
本
人
に
判
断
能
力
が
な
け
れ
ば
法
定
代
理
人
か
ら
同
意
を
取
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
法
定
代
理
人

が
お
ら
ず
、
本
人
能
力
が
不
十
分
な
場
合
は
、
親
族
の
同
意
で
代
替
す
る
し
か
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い
。

 

 ・
 
参
考
ま
で
に
、
市
川
市
な
ど
、
防
犯
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
の
特
別
な
条
例
や
規
程
を
置
い
て
い
る
自
治
体

が
多
数
あ
る
。

 

 

 ①
 
来
庁
者
を
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
ト
ラ
ブ
ル
の
早
期
発
見
等
の
た
め
に
表
情
を
分
析
す
る
場
合

 

 

・
 
来
庁
者
を
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
時
点
で
、
個
人
情
報
に
該
当
す
る
。
つ
ま
り
、
当
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

画
像
は
、
個
人
を
識
別
可
能
な
情
報
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

IT
機
器
が
本
人
を
識
別
す
る
処
理
を
行
わ

な
く
て
も
、
画
像
を
取
得
し
た
時
点
で
個
人
情
報
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
メ
ラ
を
利
用

す
る
場
合
は
、
予
め
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
説
明
し
て
お
く
こ
と
や

、
取
得
し
た
画
像
を
ど
の
よ
う
に
管

理
す
る
か
が
問
わ
れ
る
。
本
来
は
撮
影
さ
れ
る
側
に
事
前
の
同
意
を
得
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
実
際

上
、
同
意
の
取
得
は
困
難
な
の
で
、
透
明
性
を
高
め
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
カ
メ
ラ
設
置
中
で
あ
る
こ

と
、
撮
影
時
間
、
画
像
の
処
理
の
仕
方
、
問
合
せ
先
等
を
目
に
付
く
場
所
へ
示
す
の
も
一
案
で
あ
る
。

Io
T
推
進
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
が
監
視
カ
メ
ラ
の
画
像
の
扱
い
に
関
し
て
表
示
す
べ
き
事
項
な
ど
一
定
の

指
針
を
設
け
て
い
る
。
カ
メ
ラ
画
像
の
保
護
と
利
活
用
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
も
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

 

 

②
 
不
特
定
多
数
の
人
の
映
像
や
画
像
を
撮
影
し
、
混
雑
の
予
測
や
避
難
誘
導
等
に
利
用
す
る
場
合

 

 

・
 
近
年
の
カ
メ
ラ
は
非
常
に
精
度
が
高
く
、
不
特
定
多
数
の
人
で
あ
っ
て
も
、
顔
の
映
像
や
画
像
を
撮
影

し

た
時
点
で
、
原
則

と
し
て
個
人
情
報
に
該
当
す
る
。
つ
ま
り
、
当
該
ケ
ー
ス
の
画
像
に
つ
い
て
も
、
個
人

識
別
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
避
難
誘
導
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は

、
N

IC
T
（
独
立
行
政
法
人
情
報
通

信
機
構
）
が
４

-
５
年
前
に
大
阪
で
実
験
を
行
お
う
と
し
た
が
、
反
対
意
見
が
出
て
問
題
に
な
っ
た
事
案

が
あ
る
。
実
証
実
験
に
お
い
て
は
参
加
者
の
同
意
を
取
得
で
き
る
が
、
実
際
の
運
用
と
な
る
と
不
特
定

多
数
の
中
で
同
意
し
な
い
人
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
の
で
難
し
い
。

 

 

・
 
た
だ
し
、
シ
ル
エ
ッ
ト
画
像
等
に
よ
る
移
動
軌
跡
デ
ー
タ

(人
流
デ
ー
タ

)は
、
他
の
情
報
と
照
合
で
き
な
け

れ
ば
個
人
情
報
で
な
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

 

 ・
 
①
と
②
の
カ
メ
ラ
の
関
係
に
つ
い
て
は

、
条
例
・
規
程
上
の
根
拠
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
必
要
性
や
正
当
性
を
説
明
し
、
利
用
の
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。

 

 

③
 
住

民
、
職
員

の
健

康
情

報
や

、
人

事
上
の

適
性

評
価

情
報

等
を
匿

名
化

し
て

A
I
の
学

習
デ
ー
タ
と
し
て
利

用
し
、
他
者
向
け
の
提
案
等
に
用
い
る
場
合

 

 

・
 
健
康
情
報
は
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
の
た
め
、
取
扱
注
意
で
あ
る
。
情
報
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
取
扱

い
に
よ
っ
て
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
で
差
別
的
に
な
り
、
人
格
権
や
個
人
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。
こ
れ
に
は
２
面
が
あ
り
、
１
つ
は
他
人
の
情
報
を
元
に
自
分
が
評
価
さ
れ
た
と
き
に
不
本
意
な

評
価
を
受
け
て
人
格
権
侵
害
と
な
る
場
合
と
、
も
う
１
つ
は
自
分
の
情
報
が
他
人
の
た
め
に
使
わ
れ
る

こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
情
報
が
自
分
の
評
価
の
た
め
に
解
析
さ

れ
、
予
想
外
の
結
果
を
出
さ
れ
る
例
が
典
型
で
あ
る
。

 

 ・
 
自
治
体
の
条
例
は
、
職
員
で
は
な
く
地
域
住
民
の
保
護
を
趣
旨
と
し
た
も
の
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
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資料編

 

・
 
取
得
し
た
情
報
の
匿
名
化
処
理
を
行
っ
て
も
、

ID
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
場
合
な
ど
で
、
再
び
実
施
機

関
内
で
再
識
別
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
、
問
題
視
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
収
集
し
た
情
報
を
匿
名
化

し
た
組
織
と
加
工
し
た
情
報
を
利
用
す
る
組
織
が
別
で
あ
る
場
合
、
利
用
側
の
組
織
で
、
他
の
情
報
と

照
合
し
て
も
個
人
の
識
別
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
提
供
を
受
け
た
情
報
は
個
人
情
報
に
は
当
た
ら
な
い

と
い
う
解
釈
と
な
る
。
た
だ
し
、
匿
名
化
は
識
者
に
よ
っ
て
は
異
論
の
出
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
切
の

ID
そ
の
他
の
紐
付
け
可
能
な
情
報
を
消
去
し
、
ど
の
組
織
に
お
い
て
も
完
全
に
個
人
識
別
性
が
な
く
な

れ
ば
別
だ
が
、
注
意
が
必
要
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

 

 ・
 
面
談
の
内
容
は
、
そ
も
そ
も
機
密
性
が
高
い
性
格
を
有
し
て
お
り
、
利
用
に
際
し
て
は
特
段
の
注
意
が

必
要
。
逆
に
情
報
利
用
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
面
談
で
話
が
し
に
く
く
な
る
と
い
う
懸
念
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

 

 ・
 
健
康
情
報
や
人
事
上
の
適
性
評
価
情
報
等
を
利
用
し
、
個
人
の
評
価
に
用
い
る
場
合
は
、
判
断
の
結

果
が
説
明
で
き
る
こ
と
、
そ
の
結
果
に
納
得
が
い
か
な
い
者
の
苦
情
申
出
先
が
必
要
。
個
人
の
評
価
に

用
い
な
い
場
合
は
、
職
員
健
康
管
理
に
伴
い
特
定
の
傾
向
を
事
前
に
察
知
す
る
仕
組
み
な
ど
、
社
会

全
体
の
利
益
に
つ
な
が
る
よ
う
な
用
途
を
考
え
る
べ
き
。

 

 

 過
失
に
関
す
る
も
の

 

 

①
 
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
が

誤
解

を
招

き
か

ね
な
い
回

答
を
し
た
結

果
、
住

民
に
損

失
（
機

会
損

失
な
ど
）
が

発
生

し
た

場
合
、
自
治
体
は
ど
の
よ
う
な
責
任
を
問
わ
れ
る
か
？

 

 

・
 
具
体
例
を
も
と
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
学
習
デ
ー
タ
の
誤
入
力
に
よ
り
Ａ
Ｉが

不
適
切
な
判
断
を
し
、

自
治
体
が
判
断
を
正
す
手
続
を
設
け
ず
、
住
民
が
受
け
ら
れ
る
は
ず
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
さ
れ
た

よ
う
な
場
合
に
は
、
不
作
為
に
対
す
る
責
任
が
生
じ
得
る
。

A
Iに

誤
り
が
生
じ
な
い
た
め
の
技
術
的
処

理
を
で
き
る
限
り
行
う
べ
き
。
計
算
方
法
と
用
い
る
情
報
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
不
服
を
申
し
立

て
ら
れ
る
手
続
も
必
要
。
ま
た
、
ク
レ
ー
ム
等
が
生
じ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

が
、
実
際
に
は
個
別
に
再
受
付
等
の
対
応
を
す
れ
ば
問
題
は
深
刻
化
し
な
い
の
で
は

な
い
か
。

 

 ・
 
こ
の
よ
う
な
事
象
が
生
じ
れ
ば
、
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
の
精
度
は
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
利
用
者
の
誤

解
を
招
か
な
い
よ
う
な
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
品
質
も
必
要
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 

 

②
 
音

声
デ
ー
タ
に
一

部
個

人
情
報

を
含

む
場

合
や

、
個

人
を
識

別
可

能
な
画

像
デ
ー
タ
を
庁

外
の

ク
ラ
ウ
ド
上

の
A

I
サ
ー
ビ
ス
に
送
信
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
リ
ス
ク
を
伴
う
か
？

 

 

・
 
契
約
条
項
と
、
委
託
先
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
情
報
の
管
理
状
況
を
で
き
る
限
り
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
庁
外
の
ク
ラ
ウ
ド
が
個
人
情
報
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば

(単
に
預
け
る
だ
け
で
あ
れ
ば

)、
自
治
体

の
管
理
外
に
移
転
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

 

 

・
 
国
内
の
サ
ー
バ
の
使
用
を
事
実
上
義
務
付
け
た
運
用
も
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
海
外
の
サ
ー
バ

 

の
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
開
示
は
、
本
来
的
に
持
っ
て
い
る
情
報
を
そ
の
ま
ま
出
す
と

い
う
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
、
当
人
の
申
請
事
項
を
始
め
と
す
る
基
本
情
報
、

A
I
に
よ
る
処
理
方
法
、
判

断
結
果
を
一
体
の
文
書
と
し
て
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
個
人
情
報
の
利
用
が
事
務
目
的
内

で
あ
る
か
、
利
用
方
法
が
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
か
、
と
い
う
観
点
が
重
要
で
あ
る
。
住
民
生

活
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
使
い
方
を
模
索
す
べ
き
で
、
住
民
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
に
尽
き

る
。
公
益
性
の
あ
る
使
い
方
で
あ
れ
ば
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
も
容
認
す
べ
き
場
面
は
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

 

 2
. 

G
D

P
R
（
一

般
デ
ー
タ
保

護
規

則
）
の

影
響

 

 

①
 

E
U
内
の
居
住
者
が
日
本
の
自
治
体
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
し
た
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に
関
し
て
、

G
D

P
R
と

の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
が
必
要
か
？

 

 

・
 

G
D

P
R
に
関
す
る
十
分
性
の
合
意
は
、

E
U
か
ら
の
越
境
デ
ー
タ
移
転
に
関
す
る
枠
組
で
あ
る
（注

：

2
0
1
9
年
１
月

2
3
日
に
十
分
性
認
定
が
承
認
さ
れ
た
）
。
他
方
、
十
分
性
と
は
異
な
り
、
国
外
の
事
業
者

等
が
直
接
に

G
D

P
R
の
適
用
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
。
日
本
の
自
治
体
が

E
U
の
居
住
者
に
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
行
い
、
そ
の
情
報
に
つ
い
て
分
析
し
た
り
行
動
を
監
視
等
す
れ
ば
、

G
D

P
R
を
適
用
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
基
本
的
な
解
釈
で
あ
る
。

 

 

・
 
し
か

し
、
日
本
の
自
治
体
が

E
U
に
居
住
す
る
日
本
人
の
デ
ー
タ
を
扱
う
事
案
は
想
定
し
に
く
い
の
で
は

な
い
か

。
G

D
P

R
の
規
定
は
、
官
民
双
方
に
適
用
さ
れ
る
が
、

G
A

F
A
の
よ
う
に

E
U
内
の
居
住
者
の
デ

ー
タ
を
使
っ
て
儲
け
る
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
を

1
つ
の
狙
い
と
し
て
お
り
、
民
間
規
制
の
議
論
が
目
立

つ
印
象
で
は
あ
る
。

E
U
市
民
に
向
け
て
広
告
を
行
っ
た
り
、
ユ
ー
ロ
で
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
取
引
等
の

場
面
が
主
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

E
U
内
に
派
遣
し
た
人
を
評
価
分
析
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ

の
場
合
に

G
D

P
R
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
収
集
後
の
行
動
分
析
又
は
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

を
行
う
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
。

 

 ・
 
そ
も
そ
も
十
分
性
の
合
意
は
、
民
間
の
個
人
情
報
保
護
法
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
て
、
行
政
機
関
は
対

象
と
し
て
お
ら
ず
、
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
の
サ
ー
ビ
ス
や
行
政
機
関
は
手
が

付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
継
続
的
な
留
意
は
必
要
だ
が
リ
ス
ク
は
低
い
の
で
は
な
い
か
。

 

 3
. 

今
後

の
課
題

 

 

①
 
自
治
体
に
お
け
る

A
I
導
入
の
進
展
に
伴
い
、
今
後
顕
在
化
し
得
る
法
的
リ
ス
ク
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留

意
が
必
要
か
？

 

 

・
 

A
I
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
故
に
説
明
責
任
を
果
た
せ
る
か
と
い
う
点
は

、
リ
ス
ク
に
な
る
と
思

う
。

A
I
が
行
っ
た
職
員
の
評
価
を
ど
こ
ま
で
説
明
で
き
る
か
。
判
断
は

A
I
で
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
本
人

に
不
満
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
不
満
を
申
し
出
る
先
を
用
意
し
、
最
後
は
人
が
行
う
べ
き
で
あ
る
。
判
断

 

を
利
用
す
る
場
合
は
国
内
法
が
及
ば
な
い
こ
と
や

、
当
該
外
国
の
法
に
基
づ
き
、
海
外
サ
ー
バ
に
置
い

た
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
面
で
リ
ス
ク
は
あ
る
。
契
約
に
よ
っ
て
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
バ
に
保
存

さ
れ
た
デ
ー
タ
を
扱
わ
な
い
よ
う
に
す
る
規
定
や
、
国
内
サ
ー
バ
に
限
定
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
ク
ラ
ウ

ド
に
お
け
る
情
報
の
管
理
状
況
を
で
き
る
限
り
確
認
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
他
方
、
情
報
の
安
全
性

と
い
う
意
味
で
は
、
人
材
面
で
庁
内
監
理
が
安
全
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
情
報
管
理
の
状
況
確
認
を
怠

れ
ば
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
ク
ラ
ウ
ド
事
業
者
の

信
頼
性
を
十
分
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

 

 

 そ
の
他

 

 

①
 
自

治
体

職
員

に
よ
る
ウ
ェ
ブ
検
索

や
メ
ー
ル
等

の
ロ
グ
か

ら
解
析

し
た
興

味
、
関

心
事

項
を
業
務

の
効

率
性

の
向
上
（
例
：
レ
コ
メ
ン
ド
）
の
た
め
に
活
用
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
が
必
要
か
？

 

 

・
 
職
場
と
い
え
ど
も
私
的
な
環
境
は
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
は
従
業
員
の
監
視
で
あ
る
と
し
て
争
わ

れ
た
例
が
あ
る
（
従
業
員
側
が
敗
訴
）
。
職
務
専
念
義
務
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
、
社
会
通
念
上

(常
識

の
)適

切
な
範
囲
で
あ
れ
ば
監
視
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
は
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
。
少

な
く
と
も
、
予
め
組
織
規
程
を
定
め
、
従
業
員
へ
の
周
知
及
び
必
要
に
応
じ
て
労
使
が
話
し
合
え
る
と
い

う
条
件
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
人
が
解
析
を
望
ま
な
い
場
合
は
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
で
き
る
よ
う

に
す
る
仕
組
み
も
必
要
で
あ
る
。

 

 

②
 
保
育
所
や
移
住
等
の
申
請
に
対
す
る
判
断
を

A
I
に
委
ね
、
希
望
に
そ
ぐ
わ
な
い
結
果
と
な
っ
た
場
合
、
ど
こ

ま
で
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
か
（
ル
ー
ル
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
、
パ
ラ
メ
ー
タ
等
）
？

 

 

・
 
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
説
明
ま
で
は
不
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
説
明
す
べ
き
内
容
は
、
判
断
の
も
と
と

な
っ
た
情
報
（
デ
ー
タ
）
、
評
価
指
標
（
パ
ラ
メ
ー
タ
）
、
評
価
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
（
結
果
）、

で
あ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
明
る
く
な
い
文
系
タ
イ
プ
に
も
、
判
断
の
根
拠
が

分
か
る
よ
う
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

ほ
ぼ
同
じ
条
件
の
住
民
が
い
た
場
合
に
、
異
な
る
結
果
が
生
じ
た
場
合
、
不
利
益
判
断
を
受
け
た
住
民

か
ら
そ
の
理
由
の
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
に
答
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
。
こ
の
問
題
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
や
個
人
情
報
を
超
え
る
問
題
に
つ
な
が
る
。

 

 ・
 

A
I
の
利
活
用
に
対
し
て
法
的
な
懸
念
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が

、
A

I
と
い
え
ば
プ
ロ
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
い
え
ば
個
人
情
報
、
と
い
う
連
想
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
人
の
情
報
を

処
理
す
る
こ
と
は
、
何
か
し
ら
の
人
の
評
価
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
問
題
と

言
え
る
。

G
D

P
R
の
考
え
方
で
は
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
い
う
手
法
の
処
理
に
異
議
を
申
し
立
て
る
権
利

と
、
不
利
益
結
果
に
服
さ
な
く
て
良
い
権
利
が
あ
る
。

G
D

P
R
の
思
想
は
、
個
人
情
報
を
機
械
が
扱
う
こ

と
は
良
く
な
い
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
は
個
人
情
報
保
護
法
改
正
の
継
続

的
な
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

、
誰
も
が
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
化
を
望
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

 

 ・
 
個
人
情
報
の
利
用
を
懸
念
す
る
人
が
、
自
治
体
が
持
つ
本
人
の
情
報
を
確
認
す
る
た
め
、
個
人
情
報

 

の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
デ
ー
タ
と
評
価
指
標
は
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 

②
 
上
記
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
今
後
、
自
治
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
か
？

 

・
 

A
I
の
適
用
は
、
地
域
社
会
全
体
に
役
に
立
つ
こ
と
に
利
用
す
る
、
で
き
る
限
り
同
意
を
取
る
、
基
本
と
な

っ
た
デ
ー
タ
と
評
価
指
標
は
明
確
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
個
別
の
事
案
に
つ
い
て
は

、

自
治
体
の
条
例
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
必
要
に
応
じ
て
、

A
I
の
利

活
用
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
用
途
を
限
定
し
て
導
入
し
な
が
ら

規
程
を
定
め
、
徐
々
に
対
象
を
広
げ
て
い
く
と
良
い
。

 

  

以
上
 

   

（
資
料
編
）
図
表
３
－
２

 
導
入
課
題
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
 

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
あ
た
り
事
前
に
「
想
定
す
る
活
用
例
」
を
設
定
し
、
石
井
氏
の
発
言
を
活
用
例
ご
と
の
「
課

題
・
問
題
点
」
と
し
て
ま
と
め
た
。
ま
た
、
石
井
氏
の
発
言
を
も
と
に
「

AI
固
有
の
課
題
」
及
び
「
活
用
例
を

実
現
す
る
に
当
た
っ
て
の
影
響
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
区
分
づ
け
を
行
っ
た
。
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資料編

 

・
 
取
得
し
た
情
報
の
匿
名
化
処
理
を
行
っ
て
も
、

ID
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
場
合
な
ど
で
、
再
び
実
施
機

関
内
で
再
識
別
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
、
問
題
視
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
収
集
し
た
情
報
を
匿
名
化

し
た
組
織
と
加
工
し
た
情
報
を
利
用
す
る
組
織
が
別
で
あ
る
場
合
、
利
用
側
の
組
織
で
、
他
の
情
報
と

照
合
し
て
も
個
人
の
識
別
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
提
供
を
受
け
た
情
報
は
個
人
情
報
に
は
当
た
ら
な
い

と
い
う
解
釈
と
な
る
。
た
だ
し
、
匿
名
化
は
識
者
に
よ
っ
て
は
異
論
の
出
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
切
の

ID
そ
の
他
の
紐
付
け
可
能
な
情
報
を
消
去
し
、
ど
の
組
織
に
お
い
て
も
完
全
に
個
人
識
別
性
が
な
く
な

れ
ば
別
だ
が
、
注
意
が
必
要
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

 

 ・
 
面
談
の
内
容
は
、
そ
も
そ
も
機
密
性
が
高
い
性
格
を
有
し
て
お
り
、
利
用
に
際
し
て
は
特
段
の
注
意
が

必
要
。
逆
に
情
報
利
用
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
面
談
で
話
が
し
に
く
く
な
る
と
い
う
懸
念
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

 

 ・
 
健
康
情
報
や
人
事
上
の
適
性
評
価
情
報
等
を
利
用
し
、
個
人
の
評
価
に
用
い
る
場
合
は
、
判
断
の
結

果
が
説
明
で
き
る
こ
と
、
そ
の
結
果
に
納
得
が
い
か
な
い
者
の
苦
情
申
出
先
が
必
要
。
個
人
の
評
価
に

用
い
な
い
場
合
は
、
職
員
健
康
管
理
に
伴
い
特
定
の
傾
向
を
事
前
に
察
知
す
る
仕
組
み
な
ど
、
社
会

全
体
の
利
益
に
つ
な
が
る
よ
う
な
用
途
を
考
え
る
べ
き
。

 

 

 過
失
に
関
す
る
も
の

 

 

①
 
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
が

誤
解

を
招

き
か

ね
な
い
回

答
を
し
た
結

果
、
住

民
に
損

失
（
機

会
損

失
な
ど
）
が

発
生

し
た

場
合
、
自
治
体
は
ど
の
よ
う
な
責
任
を
問
わ
れ
る
か
？

 

 

・
 
具
体
例
を
も
と
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
学
習
デ
ー
タ
の
誤
入
力
に
よ
り
Ａ
Ｉが

不
適
切
な
判
断
を
し
、

自
治
体
が
判
断
を
正
す
手
続
を
設
け
ず
、
住
民
が
受
け
ら
れ
る
は
ず
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
さ
れ
た

よ
う
な
場
合
に
は
、
不
作
為
に
対
す
る
責
任
が
生
じ
得
る
。

A
Iに

誤
り
が
生
じ
な
い
た
め
の
技
術
的
処

理
を
で
き
る
限
り
行
う
べ
き
。
計
算
方
法
と
用
い
る
情
報
に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
不
服
を
申
し
立

て
ら
れ
る
手
続
も
必
要
。
ま
た
、
ク
レ
ー
ム
等
が
生
じ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

が
、
実
際
に
は
個
別
に
再
受
付
等
の
対
応
を
す
れ
ば
問
題
は
深
刻
化
し
な
い
の
で
は

な
い
か
。

 

 ・
 
こ
の
よ
う
な
事
象
が
生
じ
れ
ば
、
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
の
精
度
は
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
利
用
者
の
誤

解
を
招
か
な
い
よ
う
な
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
品
質
も
必
要
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 

 

②
 
音

声
デ
ー
タ
に
一

部
個

人
情
報

を
含

む
場

合
や

、
個

人
を
識

別
可

能
な
画

像
デ
ー
タ
を
庁

外
の

ク
ラ
ウ
ド
上

の
A

I
サ
ー
ビ
ス
に
送
信
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
リ
ス
ク
を
伴
う
か
？

 

 

・
 
契
約
条
項
と
、
委
託
先
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ド
に
お
け
る
情
報
の
管
理
状
況
を
で
き
る
限
り
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
庁
外
の
ク
ラ
ウ
ド
が
個
人
情
報
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば

(単
に
預
け
る
だ
け
で
あ
れ
ば

)、
自
治
体

の
管
理
外
に
移
転
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

 

 

・
 
国
内
の
サ
ー
バ
の
使
用
を
事
実
上
義
務
付
け
た
運
用
も
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
海
外
の
サ
ー
バ

 

の
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
開
示
は
、
本
来
的
に
持
っ
て
い
る
情
報
を
そ
の
ま
ま
出
す
と

い
う
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
、
当
人
の
申
請
事
項
を
始
め
と
す
る
基
本
情
報
、

A
I
に
よ
る
処
理
方
法
、
判

断
結
果
を
一
体
の
文
書
と
し
て
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
個
人
情
報
の
利
用
が
事
務
目
的
内

で
あ
る
か
、
利
用
方
法
が
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
か
、
と
い
う
観
点
が
重
要
で
あ
る
。
住
民
生

活
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
使
い
方
を
模
索
す
べ
き
で
、
住
民
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
に
尽
き

る
。
公
益
性
の
あ
る
使
い
方
で
あ
れ
ば
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
も
容
認
す
べ
き
場
面
は
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

 

 2
. 

G
D

P
R
（
一

般
デ
ー
タ
保

護
規

則
）
の

影
響

 

 

①
 

E
U
内
の
居
住
者
が
日
本
の
自
治
体
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
し
た
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に
関
し
て
、

G
D

P
R
と

の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
が
必
要
か
？

 

 

・
 

G
D

P
R
に
関
す
る
十
分
性
の
合
意
は
、

E
U
か
ら
の
越
境
デ
ー
タ
移
転
に
関
す
る
枠
組
で
あ
る
（注

：

2
0
1
9
年
１
月

2
3
日
に
十
分
性
認
定
が
承
認
さ
れ
た
）
。
他
方
、
十
分
性
と
は
異
な
り
、
国
外
の
事
業
者

等
が
直
接
に

G
D

P
R
の
適
用
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
。
日
本
の
自
治
体
が

E
U
の
居
住
者
に
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
行
い
、
そ
の
情
報
に
つ
い
て
分
析
し
た
り
行
動
を
監
視
等
す
れ
ば
、

G
D

P
R
を
適
用
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
基
本
的
な
解
釈
で
あ
る
。

 

 

・
 
し
か

し
、
日
本
の
自
治
体
が

E
U
に
居
住
す
る
日
本
人
の
デ
ー
タ
を
扱
う
事
案
は
想
定
し
に
く
い
の
で
は

な
い
か

。
G

D
P

R
の
規
定
は
、
官
民
双
方
に
適
用
さ
れ
る
が
、

G
A

F
A
の
よ
う
に

E
U
内
の
居
住
者
の
デ

ー
タ
を
使
っ
て
儲
け
る
こ
と
を
抑
止
す
る
こ
と
を

1
つ
の
狙
い
と
し
て
お
り
、
民
間
規
制
の
議
論
が
目
立

つ
印
象
で
は
あ
る
。

E
U
市
民
に
向
け
て
広
告
を
行
っ
た
り
、
ユ
ー
ロ
で
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
取
引
等
の

場
面
が
主
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

E
U
内
に
派
遣
し
た
人
を
評
価
分
析
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ

の
場
合
に

G
D

P
R
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
収
集
後
の
行
動
分
析
又
は
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

を
行
う
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
。

 

 ・
 
そ
も
そ
も
十
分
性
の
合
意
は
、
民
間
の
個
人
情
報
保
護
法
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
て
、
行
政
機
関
は
対

象
と
し
て
お
ら
ず
、
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
の
サ
ー
ビ
ス
や
行
政
機
関
は
手
が

付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
継
続
的
な
留
意
は
必
要
だ
が
リ
ス
ク
は
低
い
の
で
は
な
い
か
。

 

 3
. 

今
後

の
課
題

 

 

①
 
自
治
体
に
お
け
る

A
I
導
入
の
進
展
に
伴
い
、
今
後
顕
在
化
し
得
る
法
的
リ
ス
ク
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留

意
が
必
要
か
？

 

 

・
 

A
I
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
故
に
説
明
責
任
を
果
た
せ
る
か
と
い
う
点
は

、
リ
ス
ク
に
な
る
と
思

う
。

A
I
が
行
っ
た
職
員
の
評
価
を
ど
こ
ま
で
説
明
で
き
る
か
。
判
断
は

A
I
で
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
本
人

に
不
満
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
不
満
を
申
し
出
る
先
を
用
意
し
、
最
後
は
人
が
行
う
べ
き
で
あ
る
。
判
断

 

を
利
用
す
る
場
合
は
国
内
法
が
及
ば
な
い
こ
と
や

、
当
該
外
国
の
法
に
基
づ
き
、
海
外
サ
ー
バ
に
置
い

た
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
面
で
リ
ス
ク
は
あ
る
。
契
約
に
よ
っ
て
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
バ
に
保
存

さ
れ
た
デ
ー
タ
を
扱
わ
な
い
よ
う
に
す
る
規
定
や
、
国
内
サ
ー
バ
に
限
定
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
ク
ラ
ウ

ド
に
お
け
る
情
報
の
管
理
状
況
を
で
き
る
限
り
確
認
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
他
方
、
情
報
の
安
全
性

と
い
う
意
味
で
は
、
人
材
面
で
庁
内
監
理
が
安
全
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
情
報
管
理
の
状
況
確
認
を
怠

れ
ば
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
ク
ラ
ウ
ド
事
業
者
の

信
頼
性
を
十
分
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

 

 

 そ
の
他

 

 

①
 
自

治
体

職
員

に
よ
る
ウ
ェ
ブ
検
索

や
メ
ー
ル

等
の

ロ
グ
か

ら
解
析

し
た
興

味
、
関

心
事

項
を
業
務

の
効

率
性

の
向
上
（
例
：
レ
コ
メ
ン
ド
）
の
た
め
に
活
用
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
が
必
要
か
？

 

 

・
 
職
場
と
い
え
ど
も
私
的
な
環
境
は
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
は
従
業
員
の
監
視
で
あ
る
と
し
て
争
わ

れ
た
例
が
あ
る
（
従
業
員
側
が
敗
訴
）
。
職
務
専
念
義
務
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
、
社
会
通
念
上

(常
識

の
)適

切
な
範
囲
で
あ
れ
ば
監
視
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
は
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
。
少

な
く
と
も
、
予
め
組
織
規
程
を
定
め
、
従
業
員
へ
の
周
知
及
び
必
要
に
応
じ
て
労
使
が
話
し
合
え
る
と
い

う
条
件
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
人
が
解
析
を
望
ま
な
い
場
合
は
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
で
き
る
よ
う

に
す
る
仕
組
み
も
必
要
で
あ
る
。

 

 

②
 
保
育
所
や
移
住
等
の
申
請
に
対
す
る
判
断
を

A
I
に
委
ね
、
希
望
に
そ
ぐ
わ
な
い
結
果
と
な
っ
た
場
合
、
ど
こ

ま
で
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
か
（
ル
ー
ル
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
、
パ
ラ
メ
ー
タ
等
）
？

 

 

・
 
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
説
明
ま
で
は
不
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
説
明
す
べ
き
内
容
は
、
判
断
の
も
と
と

な
っ
た
情
報
（
デ
ー
タ
）
、
評
価
指
標
（
パ
ラ
メ
ー
タ
）
、
評
価
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
（
結
果
）、

で
あ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
明
る
く
な
い
文
系
タ
イ
プ
に
も
、
判
断
の
根
拠
が

分
か
る
よ
う
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

ほ
ぼ
同
じ
条
件
の
住
民
が
い
た
場
合
に
、
異
な
る
結
果
が
生
じ
た
場
合
、
不
利
益
判
断
を
受
け
た
住
民

か
ら
そ
の
理
由
の
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
に
答
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
。
こ
の
問
題
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
や
個
人
情
報
を
超
え
る
問
題
に
つ
な
が
る
。

 

 ・
 

A
I
の
利
活
用
に
対
し
て
法
的
な
懸
念
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が

、
A

I
と
い
え
ば
プ
ロ
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
い
え
ば
個
人
情
報
、
と
い
う
連
想
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
人
の
情
報
を

処
理
す
る
こ
と
は
、
何
か
し
ら
の
人
の
評
価
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
問
題
と

言
え
る
。

G
D

P
R
の
考
え
方
で
は
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
い
う
手
法
の
処
理
に
異
議
を
申
し
立
て
る
権
利

と
、
不
利
益
結
果
に
服
さ
な
く
て
良
い
権
利
が
あ
る
。

G
D

P
R
の
思
想
は
、
個
人
情
報
を
機
械
が
扱
う
こ

と
は
良
く
な
い
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
は
個
人
情
報
保
護
法
改
正
の
継
続

的
な
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

、
誰
も
が
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
化
を
望
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

 

 ・
 
個
人
情
報
の
利
用
を
懸
念
す
る
人
が
、
自
治
体
が
持
つ
本
人
の
情
報
を
確
認
す
る
た
め
、
個
人
情
報

 

の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
デ
ー
タ
と
評
価
指
標
は
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 

②
 
上
記
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
今
後
、
自
治
体
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
か
？

 

・
 

A
I
の
適
用
は
、
地
域
社
会
全
体
に
役
に
立
つ
こ
と
に
利
用
す
る
、
で
き
る
限
り
同
意
を
取
る
、
基
本
と
な

っ
た
デ
ー
タ
と
評
価
指
標
は
明
確
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
個
別
の
事
案
に
つ
い
て
は

、

自
治
体
の
条
例
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
と
い
う
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
必
要
に
応
じ
て
、

A
I
の
利

活
用
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
用
途
を
限
定
し
て
導
入
し
な
が
ら

規
程
を
定
め
、
徐
々
に
対
象
を
広
げ
て
い
く
と
良
い
。

 

  

以
上
 

   

（
資
料
編
）
図
表
３
－
２

 
導
入
課
題
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
 

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
あ
た
り
事
前
に
「
想
定
す
る
活
用
例
」
を
設
定
し
、
石
井
氏
の
発
言
を
活
用
例
ご
と
の
「
課

題
・
問
題
点
」
と
し
て
ま
と
め
た
。
ま
た
、
石
井
氏
の
発
言
を
も
と
に
「

AI
固
有
の
課
題
」
及
び
「
活
用
例
を

実
現
す
る
に
当
た
っ
て
の
影
響
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
区
分
づ
け
を
行
っ
た
。
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資料編

 

のベースとなったデータと評価指標は説明する必要がある。 

 

② 上記のリスクに対して、今後、自治体においてどのような対応が求められるか？ 

・ AI の適用は、地域社会全体に役に立つことに利用する、できる限り同意を取る、基本とな

ったデータと評価指標は明確にする、ということが前提である。個別の事案については、

自治体の条例がどのように適用されるかという視点が重要である。必要に応じて、AI の利

活用に関する規定を設けることも考えられる。その場合は、用途を限定して導入しながら

規程を定め、徐々に対象を広げていくと良い。 

 

 

以上 

 

 

 

（資料編）図表３－２ 導入課題に関するヒアリング結果 

ヒアリングにあたり事前に「想定する活用例」を設定し、石井氏の発言を活用例ごとの「課

題・問題点」としてまとめた。また、石井氏の発言をもとに「AI固有の課題」及び「活用例を

実現するに当たっての影響」かどうかについて区分づけを行った。 

 

 

項
番

想定する活用例 課題・問題点
AI固
有の
課題

活用例
を

実現す
るに当
たって
の影響

根拠
（左記影響の大きさについて）

1
住民からの問合せに対し、自治体が個々の
住民にパーソナライズ化した回答を提供す
る

条例に照らして、本人に関する情報の利用が個人情報の目的外利用に該当
するか判断が必要。神奈川県など、本人に提供する場合は同意があるのと
同じであるため、許される旨の規定を置いている自治体もあるのではない
か(ただ、自己情報の開示請求との関係整理が必要)。

〇 中
一般的な個人情報保護に係る手続きの範疇で
あるため。

2
道に迷った認知症の住民について、他の住
民が当人を撮影した画像を自治体に送付し
て本人照合する

①以前から保有している住民情報の目的外利用と、②本人に関する情報の
新たな取得(目的の明確化、適法公正な手段等)について、条例の規制を確
認する必要がある。条例が本人収集を原則としているかどうかも確認が必
要。

－ 小
本人能力が不十分であれば法定代理人や親族
の同意で代替する。

3
自治体が個々の住民にパーソナライズ化し
た情報を発信するため、自治体サイトへの
住民のアクセスログ等を分析する

アクセスログが本人と紐付く場合には個人情報に当たる。まずは情報収集
時の規制を確認する。次に、情報の解析が、個人情報を取り扱う事務の目
的の範囲内といえるか否かが問題。目的外利用の場合は、本人同意を得る
ことや、審議会にかけることで取り扱うことを認める自治体がある(条例
上、目的外利用が認められる場合の要件を要確認)。

〇 大

個人情報保護に係る手続きが必要であり、か
つ行政サービスの効率的な提供に直結しない
場合は住民の抵抗感が大きくなる可能性があ
るため。

4
来庁者をカメラで撮影し、トラブルの早期
発見等のために表情を分析する

・顔画像は個人情報に該当する。防犯カメラの取扱いに関する条例や規程
を置いている自治体が多い。
・条例の定めによるが、利用目的を公表するための表示(防犯カメラ設置
中であること)や、その他透明性を高めるための措置が望ましいのではな
いか（例：撮影時間、画像の処理の仕方、問合せ先　等）。マルチユース
の場合は防犯以外の目的に使うことを示す必要がある。

－ 中
一般的な個人情報保護に係る手続きの範疇で
あるため。

5
不特定多数の人の映像や画像を撮影し、混
雑の予測や避難誘導等に利用する

撮影情報が特定個人を識別できる程度の精度であるか否かによって、個人
情報性は異なる。シルエット画像等による移動軌跡データ(人流データ)
は、他の情報と照合できなければ個人情報でない。個人を識別できる場
合、撮影時は上記と同じように、利用目的の公表等を行う必要がある。そ
の後の利用は、本人を識別できる形で利用するか否かによる。

〇 中
一般的な個人情報保護に係る手続きの範疇で
あるため。

6
住民、職員の健康情報や、人事上の適性評
価情報等を匿名化してAIの学習データとし
て利用し、他者向けの提案等に用いる

・人の情報の分類は差別的に用いられるおそれがある（プロファイリン
グ）
・社会的差別の原因となる情報を収集することを規制している自治体もあ
る。
・他人の情報をもとに不本意な評価を受けると、人格権侵害とされる場合
がある
・自身の個人情報が他人のために使われることを想定していない場合は個
人情報保護も課題。ただし、自治体の条例は、職員ではなく地域住民の情
報保護を意図して作られているのではないか。
・他方、個人情報利用の事前同意を得ようとすれば、面談本来の目的が果
たせなくなる懸念が生じる。

〇 大

情報の匿名化処理においてＩＤが割り振られ
る場合など、識別が可能な状態であれば問題
視される可能性があるため。個人情報保護の
問題のみならず、人権や人格権侵害にわたる
可能性があるため。

7
音声データに一部個人情報を含む場合や、
個人を識別可能な画像データを庁外のクラ
ウド上のＡＩサービスに送信する

・契約条項と、委託先であるクラウドにおける情報の管理状況をできる限
り確認する必要がある。庁外のクラウドが個人情報を取り扱わなければ
(単に預けるだけであれば)、自治体の管理外に移転したことにはならな
い。なお、調達の際のセキュリティポリシー上、国外のデータセンターで
の処理は制限されているのではないか。

〇 小

・データを庁外のクラウドに送信するからと
いって、法的にリスクが高まるとは言い難い
ため。
・画像等の公開前に内容をチェックする用途
は、個人情報保護上の安全管理措置の一環ま
たはプライバシー侵害を避けるための措置と
して考えることができるため。

8

自治体職員によるウェブ検索やメール等の
ログから解析した興味、関心事項を業務の
効率性の向上（例：レコメンド）のために
活用する

メール監視がプライバシー侵害として争われた例がある。レコメンドは個
人情報の安全管理措置の一環とはいえない。個別に同意を得る形が望まし
いのではないか。

－ 中
一般的な個人情報保護に係る手続きの範疇で
あるため。

9
住民からの申請や問合せに対し、ＡＩが判
断して回答する

・学習データの誤入力によりＡＩが不適切な判断をし、自治体が判断を正
す手続を設けず、住民が受けられるはずの行政サービスを拒否されたよう
な場合には、不作為に対する責任が生じ得る。
・ＡＩの判断が不適切とはいえず、自治体の過失に該当しない場合であっ
ても、ＡＩに誤りが生じないための技術的処理をできる限り行うべき。計
算方法と用いる情報について、説明を求められる可能性がある。不服を申
し立てられる手続も必要。
※学習データやプログラム次第で、適切な深層学習を実施したはずのＡＩ
であっても、誤判断する可能性はある。

● 小

・申請に対する誤判断に対しては、個別に再
受付等の対応をすれば問題化はしない可能性
があるため。
・利用者の誤解を招かないようなＡＩのイン
タフェースの品質は必要となるため。
（深層学習を実施したＡＩの誤判断を、ＡＩ
固有の課題として含めた）

10
保育所や移住等の申請に対する判断をＡＩ
に委ねる

プロファイリング問題と重なるのではないか（項番６参照）。 〇 大

どういう情報から判断したのか（データ）、
どういう評価指標であるか（パラメータ）、
その結果どうなったかを説明できることが求
められるため。

凡例　　〇：ＡＩを利用したサービス固有の課題　　●：〇のうちＡＩプログラムの処理に根差した固有の課題　　－：左記に該当しない課題（一般的な課題）
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